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日本港湾経済学会設立趣意書

今日わが国が当面している港湾及びとれK関する輸送事情は、極めて重要な問題

を各方面K提起している。入港船舶の増減あるいは港湾貨物の増減は、もとより景

気の動向K支配されるものであり、波動性K富むととは周知の事実であるが、とれ

を長期的K観察するならば、港湾の整備K対する公共投資の不足、あるいは港湾運

送事業の組織及び機能の立後れ、港湾行政及び管理上の矛盾等のため、時として甚

だしく困難念事態を招来している。とのととは、わが国の港湾経済の体系そのもの

を、学問的K深〈掘り下げて検討しなければならない時期κ際会しているととを意

味するものである。

わが国になける港湾の経済学的研究は、可なり古くから行われて居旬、 それは交

通論や海運論の一部として、あるいは倉庫論に附随する問題として、さ らK経済地

理学上の問題等として研究されて来た。し:かし今日、われわれは港湾K関する経済

の法則性、港湾の将来の発展の必然、的方向、あるいは港湾機能及び活動に関連する

経済的、社会的諸問題の研究、とれを基礎にした港湾経済の綜合的研究が必要であ

るととを痛切κ感ずるものである。

すなわち、 ζのような基本的研究は、現住わが国が当面している港湾問題の解決

と、その将来の合理的発展のため寄与するととが極めて大であると確信するので、

ととに広〈各大学、官庁、業界の専門家を糾合して「日本港湾経済学会lを設立し

目的K向って努力 lたい考えである。

各界の有識者が如上の港湾問題について、深い理解と協力を賜わ旬、本学会が意

義ある事業を遂行出来るよう、御賛同あらんととを切望してやま左い次第である。

昭和37年 10月12日

日本港湾経済学会発起人

代表矢野 剛

同 柴田銀次郎

、、、
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日本港 湾経済学会会則

1 .総 会

第 1 条 名称本学会を日:本港湾経済学会という。

第 2 条 目的 本学会は港湾K関する一切の社会的・経済的学術研院を行い、

わが国港湾の合理的発達K寄与するととを目的とする。

第 3 条 事業本学会の目的を達成するために次の諸事業を行う。

(1) 年次大会及び定期的研究会の開催。

(幼 内外文献及び資料の収集、整理。

(3) 内外港湾の視察及び調査研究。

(4j 港湾経営の調査研究 ・コ ンサノレタント事業。

(ゆ 学会報その他刊行物の発行。

(6) 講演会、講座等本学会の目的達成に必要念事業。

第 4 条事務所本学会の事務所を横浜市に債〈。

2.役員

第 5 条本学会に次の筏員を晋〈。

(刀会 長 1 名

(劫副会長 2 ~ 

(3) 常任理事 若干名

(必理 事 若干名

(5) 評議員 若干名

(6) 監 査 2 名

第 6 条会長会長は本学会を代表し、会務を総理する。

会長は規事会が推せんし、総会にむいて承認するものとする。

日長の任期は2ヶ年とし、再任をさまたげ設い。

第 7 条副会長不;労会κ副会長 Z各を置〈。

副会長:a'~lとを干，tl佐 し会長事故あると台はとれを代押する。

副会長は政与会で邦せん L 、総会K:j;~いて承認すみ もり とす人"

副会長の任期は2ク守ーとし、再任をさまたげないれ
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第 8 条 常任理事本学会に常任理事若干名を置く。常任理事は理事会の互選

により選出し、常任理事会を構成し、常時会務を運営する。

第 9 条 理事本学会κ理事若干名を置し

理事は王望事会を構成し、本学会の基本的問題Kついて協議する。

理事は総会にかいて選出し、任期は 2ク年とする。但し再任をさまた

げない。

王要事会は会長が招集し、会長が主宰する。

第 10条 評議員本学会陀評議員若干名を置〈。評議員は会長が委嘱し、会長，

及び理事会の諮問K応ずる。

第 11条 監査本学会に監査2各を置〈。

監査は本学会の会計を監査し、総会K報告する。

監査は総会にたいて選出し、任期は 2ヶ年とする。但し再任をさまた

げない。

3.会員

第 12条 本学会の会員は次の2種類とする。

(1)正会員

(幼賛助会員

第 13条 正会員本学会の正会員になろうとするものは、会員Z名が推せんし

理事会の承認を得なければならない。

正会員は、定められた会費を負担し、総会K出席し、選ばれて役員に

なるととがガ台る。また正会員は本学会の主催する会合に出席し、印

刷物の配布を受け、学会の事業K参加するととがで者る。

第 14 条賛助会員本学会の趣旨K賛同し特別の会費を負担せる者は、常任理

事会の承認を経て賛助会員となる事が出来る。

賛助会員は、本学会の印刷物の配布を受け、会合K出席し、また必要

な調査研究を本学会に委嘱するととが出来る。

4.総会

第 15条総会総会は本学会の最高機関とし、年1回定期的K開催する。会長

が必要と認めると昔あるいは会員過半数の要望があると言は、臨時総

会を開催するととが出来る。
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総会は会長が招集する。

第 16条議案総会の議案は前もって理事会の承認を必要とする。

次の事項は理事会の承認を経て、総会で決定しなければならない。

(1) 事業計画及び事業報告

(2) 予算及び決算

(3) 役員の選任

(省 その他本学会の重要事項で、理事会が総会の承認を必要と認めた

事項

第 17条決議総会Kなける決議は、出席者の過半数をもって行う。

可否問数のと告は議長の判断で決定する。

5.支部及び部会

第 18条支部本学会K支部を設けるととが出来る。支部を設置し 商うとする

と台は、理事会の承認を経なければならない。

支部K関する規定は月IJVC定める。

第 1 1}条 部会本学会K、浬事会の承認を経て研究部会を設けるととがで告る。

研究部会K関する規定は別K定める。

6.事務局

第 20条本学会κ事務局を置〈。事務局は事務局長主宰のもとに、常時本学会

の事務を行う。

第 21条 事務局K事務局長及び幹事若干名を置し事務局長及び幹事は会長が

とれを委嘱し、常任理事会に出席する。

事務局長は事務局を統轄し、次の事項Kついて責任を持つ。

(1) 本学会の経常事務

(2) 総会その他本学会の会議の準備

(ゆ 理事会及び常任理事会で決定した各種事業の準備及び遂行

(労本学会の会計事務

(防 学会報の発行その他理事会にないて委任された事項

第 22条 事務規農本学会の事務K関ナる規程は矧JVC定める事務規程による。
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7.顧問及び参与

第 23条 本学会K顧問及び参与を置くととが出来る。顧問及び参与は、理事会

が推せんし、会長が委嬬する。顧問及び参与は、本学会の運営K関し

会長の諮問K応ずる。

8.会計

第 24条 会費本学会の会費を次のように定める。

(1) 正会員の会費 年額1千円(ー率)

(砂賛助会員の会費 年額8万円以上

第 25条 収支 本学会の収入は会費、喜子附金、及び事業収入とし、本学会の事

業目的のため支出する。

第 2 6条 予算及び決算本学会の予算及び決算は理事会にないて作成し、総会

の承認を得なければならない。

第 27条 会計年度本学会の会計年度は、 4月1日Kはじまり、翌年の8月31

自に終る。

9.加入及び脱退

第 28条 本学会K加入しようとする者は、、会員2名の推せんを得て、所定用

紙K必要事項を記入し、 会長あて申込むものとする。

本学会を脱退しようとする者は、文書をもって会長あて届出なければ

ならない。

年度会費を納入し左い者は会員の資格を失う。

10.本会則の改正

第 29条 本会則を改正しようとすると告は、総会出席者3分の2以上の承認を

必要とする。

附 貝IJ

1 本会則は昭和37年 10月12日よ b効力を発生する。
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日本港湾経済学会役員(敬m 称略創立がに)、
て選出された氏名

会 長 矢 野 岡リ

冨11 会長 柴 田 重良 次 虫E

/1 白 山 源 一 良目

常任理事 東 寿(東 京)

n 伊 坂 市 助(横 浜〕

n 高 見 玄 一 郎(横 浜)

H 前 田 - (名 古 屋)

H 富 永 J祐 Y台(関 西)

" 佐 々 木誠 治(関 西〉

理 事 東 寿 (工学博士 前第三港湾建設局長)

" 伊 坂 市 助〔関東学院大学〉

H 上 原 轍一 郎(北海学園大学)

/1 植 村 字国 七(香川大学〉

n 岡 野 鑑 記(仲奈川大学)

/1 奥 村 武 正(東京都港湾局)

/1 カ日 賀 実 文 (横浜経済同友会〕

H カ日 地 照、 義(伸戸商大)

/1 越 村 信 一 郎 (横浜国立大学)
/1 佐 々 木 誠 治(仲戸大学)

/1 佐 技 宣 平(京都大学)

/1 酒 井 正 郎(名古屋大学〉

/1 柴 田 銀 次 郎(関西大学)

/1 白 山 源 郎 (関東学院大学)一
/1 鈴 木 要 〔清水市前市会議長〕

/1 左 右 田 俊 夫 (伸奈川県経済調査会〉
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理 事 高 見 玄 一 郎 (神奈川県経済調査会)

" 田 中 文 信(富山大学)

n 富 永 結 治 (大阪市立大学)

H 西 原 主長 次 郎(久留米大学)

n 野 村 寅 一 良E (神戸大学)
N 早 瀬 刺 雄 (横浜市立大学)

n 原 田 郎(東北大学〉

H 松 浦 茂 治 (愛知学芸大学)

g 前 田 - (名古屋港管理組合)

H 松 本 清 (日本倉庫協会)

11 r白ムー， 崎 茂 (運輸省港湾局〉

n 矢 野 岡Ij (前早稲田大学 〉

評議員 伊 藤 重 次 郎 (東洋大 学〉

n 井 関 弘 太 郎(名古屋大学〉

n 江 端 正 義 (東京都港湾局〉

11 大 森 (青山学院大学)

信 河 村 宣 介(関西大学)

" 北 見 俊 郎 (関東学院大学)

" 斎 藤 武 雄(神 奈 川大学〉

n 住 田 正 (運輸省船員局)

If 土 井 矢口口 喜 (日本船主協会内海運研究所)

H 野 田 早 苗(福岡 大学 )

11 米 花 稔(仲戸大学)

細 野 日 出 男(中央大学)

， 前 田 議 信 (甲南大 学 )

11 柾 幸 雄(横浜 市立大学)

H 武 藤 正 平(横浜国立大学)

H 布 藤 豊 路(東京商船大学)
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評議員 =Et 3 )11 貫 (同志社大学)

， 島 昌 太 郎(桃山大学)

， 米 田 富 士 雄(日本船主協会)

A悟mと- 査 左 右 田 俊 夫(検 浜)

， 米 花 稔(伸 戸)

事務局長 高 見 玄 郎(検 浜)
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学 会記事

1 9 6 2年 10月16目、 17日の両日Kわたって、日本港湾経済学会の創立総

会、第一回年次大会(研究報告会)が横浜の、ンノレクホテルにないて聞かれた。まず

さu立総会は、学会発起人(後述参照)代表の挨拶Kはじま夕、設立までの経過報告

が詳細K行念われ、議事にうつった。議事は学会設立趣意書(前述参照)、会則決

定(前述参照、)、事業計画、予算案Kついての検討が行左われた。次いで各種役員

の選定(前述参照)がみられた。

との問、横浜市長、神奈川県々知事、運輸省港湾局長の祝辞と挨拶があった。議

事終了後、学会役員を代表して会長の挨拶、横浜四大学の代表挨拶、その他をも っ

て創立総会を終了した。

また、第一回研究報告会は、16日 (午後〉と 17日(午前)vcわtcT ¥ 6名の
報告者Kよって行念われた。(後述研究報告会次第参照)

日本港湾経済学会設立発起人

(昭和37年8月15日現在)

代表(関東) 矢 野 岡t

同 (関西) 柴 田 銀次郎

発起 人(五十音順)

東 寿 (前運輸省第三港湾建設局長士)
工学博

伊 坂 市 助(関東学院大 学)

伊 藤 重治郎(東 洋 大 学)

上 原 轍三郎(北 海 道 国 大)

交 渉 中

大 森 一(青 山 寸持£ー， 院大学)

岡 野 鑑 記(神 奈 J 11 大学)

央 村 武 正(東 jJl， 都港 湾局)

加賀美 文 (横浜経済同友会)

力日 地 H長 義(神 戸 商 大)

河 村 宣 介(関 西 大 学)
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北 見 俊 郎(関 東 学院 大学)

越 村 信三郎(横浜 国 立 大学)

斎 藤 武 維(神 奈 )11 大 学)

佐々木 誠 治(神 戸 大 学〉

佐 波 宣 平(京 者日 大 学)

柴 田 銀次郎(前 神 戸 大 学〉

住 田 正 一(遥 輸 省船 員局)

左右田 俊 夫(神奈川県経済調査会)

高 見 玄一郎(神奈川県経済調査会)

富 万く 祐 治(大 阪市 立 大学)

西 原 峯次郎仇 留 米 大 学)

野 回 早 苗幅 岡 大 学)

野 村 寅三郎(神 戸 大 学〉

早 瀬 利 雄(検 浜 市 立 大学〉

原 田 一 郎保 北 大 学)

米 花 稔(神 戸 大 学)

細 野 日出男(中 央 大 学)

松 浦 茂 治(愛 矢口 Aーォ昌ーa 三コZ土" 大 学)

前 田 義 信(甲 南 大 学)

柾 幸 雄(横 浜市 立大学)

松 本 清白 本倉庫 協会)

武 藤 正 平(横 浜 国 立 大学〉

宮 崎 茂 G笠 輸 省港 湾 局)

布 藤 豊 治(東 尽 商船 大学)

矢 野 剛(前 早 有百 田 大学)

τEt 3 )11 貫 一(同 志 ネ土 大 学)

日本港湾経済学会設立準備委員会

同 発起人会次第

1 日 時 昭和37年5月7日(月〉午後2時-5時

(準備委員会を午後2時---3時、発起人会を午後8時-5時
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K予定して居ります。)

1. 場 所 東京都千代田区大手町パレスホテノレ隣接

パレスピノレ内

経済同友クラブ

1. 設立準備委員会次第(2--3時)

(1)経過報告

(2) 発起人会打合せ

1.発起人会次第

(1 )開会挨拶

(2) 座長選出

(3) 経過報告

(4)審 議事項

(関東代表挨拶)

(関西代表挨拶)

(挨拶)

(a)設立趣意書案

(b)会則案

(c)役員(発起人代表その他)選定に就て

(d)総会名、よび大会の準備に就て

(e)其の他

(5) 閉会挨拶

1. 懇親会(午後5 時半、~7 時〉但し会食費 5 00 円 当日御持参下さい。

以上

第 1回研究報告会次 第

築' 1 日 (10月16日午後1時半-5時)

① 「港湾経済の本質j 関東学院大学 北見俊郎

② 「港運業の実際」 日本倉庫協会 松本 清

③ 「高見氏の新著について」 横浜市立大学 早瀬利雄

④ 「本邦主要港湾になける造成の現伏と将来」

関東学院大学 伊坂市助

第 z 日(10月17日午前9時より〉

① 「衣浦港の問題点J 愛知学芸大学 松浦茂治

② 「港湾財政の問題，曳j 関西大学 柴田銀次郎
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日本港湾経済学会

昭和 ;j 7 年 度決算書

昭和38年3月31日

(収入の部)

経常会費

(支出の部〉

印刷費
円

109，395 

正会員会費 (58名分) 58，000円通信資 16.246 

臨

賛助会員会費 (14口妨 420，000 交 通 費 58.130 

事務所費 10，709 

時 収 入
(文具，用紙ほか一式)

設立準備会(5月4日) 人 件 費 67.000 

出席者懇親会費 !J，O 00 
(事務手伝謝礼など〉

大会への寄附金 会 議 資 43，964 

(日通，鈴与D2伸 60，000 
(借席料 ，弁当代など)

雑 収 入 750 調 査 設 41，670 

大会補助費 124，460 

(借席料.弁当代念ど〕

雑 費 1，400 

(写真用品など〉

次年度繰越剰余金※ 70，776 

(合 言十〉 543，750 (合 計〉 543，750 

※ 次年度繰越剰余金内訳(昭和38年3月31日現在)

普通預金残高

振替貯金残高

手元現金残高

(合 計〉

39，5541Lj 

29.956 

1.2 66 

70，776 

以上



(収入の部)

経常会費

日本港湾経済学会

昭和 3 8年度予算案

自昭和38年4月 1日

至昭和39年8月31日

(支出の部)

年報刊行費

正会員会費 (100名分~ 100.000円一般印制費
賛助会員会費 (24口分~ 720.000 通 信 費

交 通 費

前年度繰越剰余金 70.776 事務所費

人 件 費

会 議 費

調 査 費

大会準備費

大会補助費

雑 費

予 イ蔚 費

(合 言十〉 8 9 0.776 (合 計)
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副長 後記

第 1回大会Kなける研究報告と、他K論説の寄稿を願って、さL

やかながら年報 Nu1 の誕生をみた。学会創設の期なるをもって、

編集の上でも数多くの不行届きの点があった D、記事の取扱い方K

も反省を要する点があるよう Kも思われる。とれらKついては、今

後、「 年報編集規約」な!Jr年報編集方針J~ i?をはっき D定めて

ゆかなければならないと思う。

「記録 」は、主として創立総会 ・研究報告会を中心と したものの

資料の収録 KとYめたが、今後は学会活動の活援化Kとも在ヲご、

さら K要を得たものKし左ければならない。

当初の計画では、活版印刷の予定であったが、経費の都合でタイ

プ・印刷Jf'Lなてしまった。とのため原稿を願った方々 K執筆者校正を

していた~ (ととができず、との点、御海容の与えられんととを念

ずる。

向、末巻K会員名簿を附したが、とれも不備の点があるので、い

づれ別の形で名簿作製を試みたいと思っているので、名簿整理K御協

力賜らんととをか願いしたい。

ともあれ、 とのように意K満たない恨みが残されているが、大方

の御高説、御叱正Kよb、もっとよい「年報 J(1(そだててゆきたい。

編集ならびに、印刷IJVCかんしては、その都度編集会議をもったが、

とく K寺谷・今泉両先主の笹11努力にあづかっている。(北見)
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